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平成２９年度 

石油製品流通網再構築実証事業補助金 

募集要領（第２回目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年９月 

全国石油商業組合連合会 

（経済産業省補助事業） 

 

≪募集期間≫ 

平成２９年９月１日（金）～ 平成２９年９月２９日（金） 

 

≪実施期間≫ 

交付決定日～平成３０年２月２８日（実績報告書提出締切日） 

 

≪予算残額≫ 

 ２,５１７,１７５円（交付決定上限額） 
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石油製品流通網再構築実証事業補助金交付申請の募集について 

 

はじめに 

 この補助金は、①民間団体（企業、ＮＰＯ法人、組合団体、研究機関、個人等）等

と地方公共団体等の連携体（以下「コンソーシアム」という。）が行う地域の実情や

外部環境の変化を踏まえた、石油製品の効率的かつ安定的な供給対策を検討するため

の「再構築実証事業」及び②揮発油販売者等が行う需要が見込まれる設備等の簡素化

等を可能にするために安全性の確保を前提とした新たな機器等の技術開発を実施す

るための「技術開発実証事業」に要する経費を補助することにより、地域における石

油製品の安定的な供給の確保を図ることを目的としています。 

 本補助事業の実施を希望される方は、下記の公募要領に従って応募してください。 

 

 

１．事業内容  

（１）再構築実証事業 

民間団体等と地方公共団体等が連携したコンソーシアムが行う地域の実情や

外部環境の変化等を踏まえた、石油製品の効率的かつ安定的な供給対策を検討

するための実証事業。 

民間団体等と地方公共団体等が連携したコンソーシアムであることが応募要 

件となります。 

 

（２）技術開発実証事業 

    揮発油販売業者等が行う需要が見込まれる設備等の簡素化等を可能にするた

めに安全性の確保を前提とした新たな機器等の技術開発を実施するための実証

事業。 

       民間団体等と地方公共団体が連携したコンソーシアムであることを応募要 

件としません（揮発油販売者業等の単独でも申請可能）。 

 

 

実証事業のイメージ（例示） 

≪再構築実証事業≫ 

＊ 過去に採用された案件と同じ事業は認められません。地域の実情を踏まえた新

たな取組みとして行われることが求められます。過去の案件の詳細については、

全国石油商業組合連合会にお問い合わせください。（問合先：最終頁参照） 

【事例１】他業種との連携による多機能化：店舗併設型 

自治体や商工会の主導により、地域内の商店やホームセンター等の他業種とＳＳが

業務提携し、ＳＳ内に食料品や生活雑貨、農業資材等の販売スペースを設けることで

ＳＳへの集客効果を挙げるとともに、地域におけるコミュニティの集約化を図る。 

（必要とされる経費例：、店舗改装費、効果測定調査費等） 
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【事例２】他業種との連携による多機能化：定期配送型 

 

事例１の類似例とし、販売スペースの確保や人材獲得が困難なＳＳが灯油配送に合

わせて他業種が扱う商品を注文方式により定期配送する。 

配送時には、次回の配送注文用紙を受け取ることで、固定客の獲得を図る。また、

配送時には取扱商品に係るニーズ調査を実施することで、ニーズに則した配送を行う。

こうした取組により、地域住民にとって欠かせないＳＳを地域ぐるみで形成する。 

（必要とされる経費例：ニーズ及び効果測定調査費、ローリー購入費等） 

 

 

【事例３】大手特約店と連携したホームタンク設置 

 

近隣にＳＳの立地がなく、冬期における暖房用の灯油購入に支障を来している住民

に対し、これまでのポリタンクによる配送方法から、ホームタンクの設置による定期

的な補充方式に変更する。初期在庫については、ＳＳへ灯油を卸している大手特約店

等の協力を得ることで、満タンにした状態でホームタンクを設置する。ＳＳは各家庭

を回るスパンを設定し、消費した分を補充するスキームを確立することで、固定客の

獲得を図る。  

（必要とされる経費例：ホームタンク設置費、ローリー購入費、効果測定調査費等） 

 

 

【事例４】サテライトエネルギー供給拠点の設置 

 

地域のデイサービスセンターにポータブル計量機を設置し、サテライトエネルギー

供給拠点とする。デイサービス送迎車を活用し、利用者の送迎時に合わせて灯油の配

送を行う。具体的には、迎えの際には灯油が入ったポリタンクを積載し、利用者を乗

車させる際に空のポリタンクと交換することで、利用者の送迎車を活用した灯油配送

を行う。 

また、自治体主導により、デイサービスセンターに商店や地域コミュニティに不可

欠な ATMや郵便局のほか、ＪＡの直売所等を併設することで「小さな拠点」化を図る。 

（必要とされる経費例：送迎車購入費、ポータブル計量機設置費、効果測定調査費等） 
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≪技術開発実証事業≫ 

【事例１】ポータブル計量機の有効活用 

 地下タンクを有しないポータブル計量機の容量は６００Ｌとされており、過疎地に

おける需要に則した給油設備である。一方、消防法により、ポータブル計量機は、ド

ラム缶からの荷下ろししか認められていない。また、ドラム缶でのガソリン輸送は最

大２００Ｌの制限があるため、配送コストが高い。 

→ ローリーから直接荷下ろしする際にポータブル計量機から溢れることなく、か

つ荷下ろし後にホース内の油が漏えい防止等に係る技術開発をすることにより、

ローリーでのポータブル計量機への荷下ろしが可能となり、過疎地における配送

コスト削減に資する。 

（必要とされる経費例：技術開発費、ポータブル計量機設置費、効果測定調査費等） 

 

 

【事例２】地上タンクの活用によりランニングコストを削減 

  

ＳＳにおける貯蔵タンクは、消防法において地下に埋設することが義務付けられて

いるほか、地下タンクの老朽化による油の土壌漏えいを防止するため、３年ごとの土

壌検知検査や、埋設後 40年、又は 50年経過前に所要の設備設置や地下タンクの改修

が義務付けられているため、SS事業者はこうした消防法規制に係る費用負担が強いら

れている。 

 → 現在、自家給油所では立ち入りする者が限られていることから、地上タンクの

設置が認められているところ。不特定多数の者が立ち入るＳＳに地上タンクを設

置した際にも安全性が担保できる漏えい対策や車両の衝突対策など必要なオペ

レーションを検討するとともに係る技術開発を行うことにより、実用化に繋げる。 

（必要とされる経費例：技術開発費、地上タンク設置費、効果測定調査費等） 

 

 

【事例３】地下タンクに代わるタンクローリーを活用したランニングコストの削減 

  

事例２の類似例として、地下タンクによる貯蔵に頼らず、タンクローリーをＳＳ内

に停車させ、地下タンク代わりに活用する。 

 活用例としては、休眠給油所を活用し、需要量に合わせた営業曜日を設定し、営業

日にのみローリーが入場し給油する。 

 → ローリーと計量機の結合部分からの漏えい対策として、ローリーのホースとＳ

Ｓの荷受け設備の緊結アタッチメントやローリーの防爆構造等に係る技術開発

を行う。こうしたローリーの活用に加え、運転手がＳＳの運営を行うことにより、

ランニングコストを低減する。 

（必要とされる経費例：技術開発費、ローリー購入費、効果測定調査費等） 
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２．事業スキーム  

 

 

 

 

 

 

             ①募集 

              

②応募（交付申請） 

              

④交付決定 

               

⑥実績報告 

 

⑦補助金交付（定額 10/10） 

 

        

③審査・採択の諾否決定   ⑤実証報告（中間・最終） 

               

 

 

 

※ 審査委員会（東京で開催）に出席していただく場合があります。出席いただ

く場合には、事前に詳細を連絡させていただきます。 

 

 

３．年間スケジュール 

 ・平成２９年９月１日（金）    ：公募開始（①） 

・平成２９年９月２９日（金）   ：応募締切（必着）（②） 

・申請書精査後          ：審査委員会（③） 

・事業採択後           ：交付決定（④） 

・交付決定日～          ：実証事業開始（⑤） 

・平成３０年２月２８日（水）   ：実績報告締切（必着）（⑥） 

・平成３０年３月末        ：補助金交付（⑦） 

 

 

４．補助金の額 

定額補助（１０／１０）とし、補助金対象額については、提案事業数、内容によっ

て個別に調整した上で決定することとします。 

なお、本事業の予算残額は２,５１７,１７５円となりましたので、当該金額が交付

決定上限額になります。 

国（経済産業省） 

補助 

 

 

 

全石連 

 

 

 

コンソーシアム 

又は 

揮発油販売業業者等 

（申請者） 

審査委員会（外部有識者等） 
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５．応募資格  

本補助金の応募資格を有するコンソーシアム（再構築実証事業）は、次の（１）～

（４）までの全ての条件を満たすことが必要となります。  

 ※技術開発実証事業は、新たな機器等の実証を行う揮発油販売業者等で次の（２）

～（４）までの全ての条件を満たすことが必要となります。 

（１）当該補助事業を適切に遂行できる体制として、連携体（コンソーシアム）を形

成しており、以下の①から③の全てに該当すること。 

  ①実証事業計画に位置付けられた地方公共団体、企業、NPO法人、組合団体、

研究機関、個人等の複数で構成される任意の協議体であること。②地方公共団

体等が参画していること（原則として、地方公共団体の参画を応募資格としま

すが、地域住民等が組織する団体等でも可とする場合があります。その場合は、

個別に審査することとなります）。 

③構成メンバーは、代表団体と実証事業遂行に関し契約若しくはそれに準じた

取り決めを締結すること。 

※代表団体は地方公共団体等以外とすること。 

※コンソーシアムについては、地方公共団体が構成している過疎地関連や地域

振興関連等の委員会・研究会等を活用することも可。 

（２）当該補助事業の遂行に必要な能力、知識、経験を有していること。  

（３）当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等に

ついて十分な管理能力を有していること。  

（４）申請資格に関する誓約書（別紙２）及び暴力団排除に関する誓約書（別紙３）

のいずれにも該当しないこと。 

 

○コンソーシアムについて 

（１）代表団体 

 代表団体は、自ら補助事業の一部又は全部を実施するとともに補助事業の運

営管理、コンソーシアム構成員相互の調整及び財産管理等の事業管理、事業成

果の普及等を行う機関です。また、補助事業における補助事業者として、財産

管理等の責任を有します。 

 （代表団体の資格要件） 

  ①補助金の交付申請ができること 

  ②代表団体として実証事業の遂行に必要な関連知識及び財政基盤を有し、かつ、

実証事業を的確に遂行するに足りる能力、組織、人員等を有していること 

  ③プロジェクトリーダー、サブリーダー及び事務管理責任者を任命すること 

  

 （２）参加団体 

   参加団体は、コンソーシアム構成メンバーとして、代表団体の管理下において

事業を実施する者であり、以下の要件を満たすことが必要となります。 

 （参加団体の資格要件） 

  ①代表団体と事業遂行に関し契約若しくはそれに準じた取り決めを締結できる

こと 

  ②事業に主体的に取り組む人員を確保できること 
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 （３）プロジェクトリーダー・サブリーダー 

   コンソーシアムでは、下記の役割を担う者を代表団体が任命してください。 

   ○プロジェクトリーダー 

   ・代表団体に所属し、事業の計画、実施及び進捗・成果管理を総括する者 

   ○サブリーダー 

   ・代表団体若しくは参加団体に所属し、プロジェクトリーダーの補佐、必要に

応じてその代理を務める者。 

 

 （４）事務管理責任者 

    代表団体に所属し、本会との連絡調整、補助事業の経理管理及び手続きを総

括する者。 

 

（参考） 代表団体、構成メンバーの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．補助対象事業 

 本事業の補助対象事業は、代表団体等が作成する「補助事業提案書」に基づく事業

となります。 

 ※「補助事業提案書」に基づく事業であれば、代表団体が行う事業に限らず、コン

ソーシアム構成メンバーが行う事業についても代表者が行う事業として補助対

象とすることができます。ただし、補助金を受ける者は代表者であるため、代表

者が支出する経費についてのみ補助金の対象になります。 

 

 

７．応募手続き  

（１）募集期間  

募集開始日：平成２９年９月１日（金） 

募集締切日：平成２９年９月２９日（金） 

 

（２）応募書類  

以下の書類をＡ４サイズで提出して下さい。（提出書類・添付書類） 

 なお、必要に応じて内容の説明や追加資料の提出を求める場合があります。 

 

代表団体 

地方公共団体等 参加団体 参加団体 参加団体 

コンソーシアム 
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  ※上記①～④については、所定の様式を本会ホームページからダウンロードして

パソコンにて作成してください。 

  ※コンソーシアムの場合、誓約書（別紙２、別紙３）はコンソーシアムを構成す

る全ての団体等が作成してください。 

※提出された応募書類は本事業の審査以外の目的には使用しません。なお、応募

書類は返却しません。 

※採択となった申請案件及び実証事業の実施結果については、申請者名（代表団

体名、コンソーシアム構成メンバー等） 、事業内容、実施地域及び補助金交

付金額等を経済産業省（法人インフォメーション※）及び本会にて原則公表さ

れますのでご了承ください。 

 （※）法人インフォメーションとは、法人番号の開始に伴い、政府の IT 戦略

である「世界最先端 IT国家創造宣言」（閣議決定）に基づき運用している情報

提供サイトであり、法人が政府より受けた補助金や表彰、許認可等の法人活動

情報を掲載しています（http://hojin-info.go.jp/hojin/TopPage 

※採択され交付決定を受けた場合であっても、予算の都合または大幅な事業内容

の変更により、補助金が減額される場合がありますのでご了承ください。  

 

（３）応募書類の提出先  

応募書類は持参、郵送等により以下に提出してください。  

〒１００－００１４ 東京都千代田区永田町２－１７－１４  

全国石油商業組合連合会 業務グループ 

担当：安藤、石井、川浪 

※ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、

審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してくだ

さい。  

 

 

８．審査・採択について  

（１）審査方法 

外部有識者により構成された審査委員会での審査の結果により、採択案件を決

 ①申請書（様式１号） 

 ②補助事業提案書（別紙１） 

 ③申請資格に関する誓約書（別紙２） 

 ④暴力団排除に関する誓約書（別紙３） 

 ⑤企業・団体概要（名称、所在地、設立年月日、主な事業内容、組織図、従

事者数）が分かるパンフレット等 

 ⑥役員名簿又は商業登記簿謄本の写し 

 ⑦コンソーシアム代表団体（技術開発実証事業の場合は揮発油販売者等）の 

  財務諸表（直近１ヶ年分） 

 ⑧その他本会が必要と認める書類 
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定します。なお、審査は原則として応募書類に基づいて行いますが、必要に応じ

てヒアリング及び現地調査を実施するほか、追加資料の提出を求めることがあり

ます。 

 

（２）審査基準  

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。ただし、審査基準①、③

及び④を満たしていない事業については、他項目の評価にかかわらず採択いたし

ません。 

①事業計画内容の適切性、効率性  

・補助要件に基づく適正な執行ができる計画となっているかを審査します。  

②補助金額の適切性  

・経費の積算（見積内容）が合理的かつ明確であり、経済性を十分に考慮し

たものとなっているかを審査します。  

③技術的能力（知見、能力）の有無  

・関連事業に関し過去に実績がある等、当該補助事業の遂行に必要な能力、

知識、経験を有しているかを審査します。 

  

④経理的基礎の有無  

・当該補助事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金

等について十分な管理能力を有しているかを審査します。 

  

※ 国土強靱化基本法に基づき地方公共団体が策定する「国土強靱化地域計画」

に資する事業については配慮します。 

 

（３）審査結果の決定及び通知について  

 審査結果（採択又は不採択）については、審査終了後申請者宛てに通知します。  

 

 

９．交付決定について  

採択された申請者に対して本会が交付決定通知書を送付し、その後、事業開始と

なります。 

なお、審査により、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性

があります。 

また、交付決定後、申請者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがあ

りますが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。  

 

 

１０．補助対象経費の計上  

（１）補助対象経費の区分  

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費であり、他の事業と

併用、兼用することを想定した項目、経費について、本補助事業での計上は認め

られません。 

なお、これらに該当する経費であっても無条件に経費として認めるということ

ではありません。あくまでも各費目について、本事業を実施する上で、必要な経
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費であるかどうかを、合理性・経済性等の観点から精査しますので、十分に検討

した上で、積算を作成してください。 

なお、最終的な補助対象経費については、経済産業省と調整した上で決定する

こととします。 

具体的な経費の項目は以下のとおりです。 

 

経費項目 内   容 

人件費 補助事業に直接従事する者の人件費 

 

 

事業費 

補助事業に必要な以下の経費 

検討会の開催に係る経費、設備費（購入費、設置工事費等）、建物等

に係る賃借料、設備に係るリース料等、技術開発・試作品開発費、

消耗品費、調査費（委託費等）、その他補助事業を行うために特に必

要と認められる経費 

 

≪補助対象経費の詳細≫ 

１）人件費 

  ■実証事業に直接従事する者の人件費（補助事業提案書に記載され、交付決定を

受けたものに限ります） 

・実証事業に直接従事する者とは、例えば、灯油の共同配送を行う実証事業で

あれば、ローリー運転手を指し、実際に配送を行った時間分の人件費が補助

対象となります。したがって、コンソーシアム構成メンバーの所属役職員が、

調査、実証事業の工程管理を行ったり、検討会に出席したりというような間

接的な作業は補助対象とはなりません。 

・対象者は、実証事業に従事したことを証明するために所定の作業日誌を作成

していただく必要があります。 

   ・人件費の算出については、別添経済産業省が定めた「補助事業事務処理マニ

ュアル」の「３.人件費に関する経理処理」に基づき行ってください。 

 

２）検討会費（再構築実証事業の場合） 

  ■実証事業を推進するにあたり、コンソーシアムにおいて開催する検討会議の運

営に要する費用（補助事業提案書に記載され、交付決定を受けたものに限りま

す） 

① 外部委員謝金 

・実証事業の実施にあたり専門的知識を有する者を検討会議の外部委員とし

て委嘱した場合において、代表団体の謝金規定に基づき、検討会議出席の

謝礼として支払われる経費。ただし、別途定める「石油製品流通網再構築

実証事業旅費・謝金規程」の範囲内での支払いとなります。 

・コンソーシアム構成メンバーの所属団体等の役職員や地方公共団体役職員

は対象外です。 

② 旅費 

・検討会議出席のための旅費交通費として、代表団体の旅費規程に基づき、

コンソーシアム構成メンバー及び外部委員に支払われる経費。ただし、別

途定める「石油製品流通網再構築実証事業旅費・謝金規程」の範囲内での

支払いとなります。 
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③  

④ 会議費 

・検討会議を開催する場合の茶代（上限 500円/人）として支払われる経費 

・弁当食事代は対象外です。 

⑤ 会場借料 

・検討会議を開催する場合の会場費として支払われる経費 

 

⑥ 通信費 

・検討会議に関する開催案内や資料等の郵便代、郵送代として支払われる経

費 

⑦ 印刷製本費 

・資料等の印刷費として支払われる経費 

 

３）設備費 

■実証事業のために必要な設備を購入・設置するための経費（補助事業提案書に

記載され、交付決定を受けたものに限ります） 

   ・工事等が必要な設備については、設計・管理費用を含みます。 

・購入にあたっては、２社以上の競争により発注先を決定して下さい。 

   ・コンソーシアム構成メンバー同士による競争は原則として認められません。 

 

４）賃借料 

■実証事業のために必要な土地、建物等の賃借に必要な経費（補助事業提案書に

記載され、交付決定を受けたものに限ります） 

・不動産会社を介して賃借した土地、建物等であり、一般的な不動産相場と同

等若しくはそれ以下である場合に限ります。 

 

５）リース料等 

■実証事業のために必要な設備のリースやレンタル費用（補助事業提案書に記載

され、交付決定を受けたものに限ります） 

   ・リースやレンタルの導入については、２社以上の競争により発注先を決定し

て下さい。 

・リース又はレンタル費用は、交付決定後に契約し、適用期間が補助事業実施

期間内であり、かつ、補助事業実施期間内に支払われたものに限ります。 

 

６）技術開発・試作品開発費 

■実証事業のために必要な技術開発や試作品開発に係る原材料、設計、製造、改

良、加工等に要する費用（補助事業提案書に記載され、交付決定を受けたもの

に限ります） 

・購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切

ることを原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品に相当する価格

は、補助対象となりません。 

・原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿（任意様式）を作成

し、その受け払いを明確にしておく必要があります。 

・販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費は補助対象外となります。
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（試作品の生産に必要な経費は対象となります。） 

・また、汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は補助対象外となり

ます。 

 

７）消耗品費 

■実証事業のために必要な消耗品を購入するための経費（補助事業提案書に記載

され、交付決定を受けたものに限ります） 

   ・事務用品等実証事業を行うにあたって発生する消耗品の実費が対象となりま

す。 

 

８）調査費（再構築実証事業の場合） 

■実証事業実施のために必要な調査を行う費用（補助事業提案書に記載され、交

付決定を受けたものに限ります）。ただし、別添経済産業省が定める「補助事

業事務処理マニュアル」の｢１２．委託費に関する経理処理｣の範囲内での支払

いとなります。 

 

９）その他諸経費 

■その他実証事業を行うにあたって発生する必要経費（補助事業提案書に記載さ

れ、交付決定を受けたものに限ります） 

   ・実証事業を行うにあたって発生するその他の直接経費の実費が対象です。し

たがって、事業費の○％というような一般管理費等は対象外となります。 

   （対象経費一例） 

コンソーシアム構成メンバーの実証事業の用務に係る交通費。（ただし、別

途定める「石油製品流通網再構築実証事業旅費・謝金規程」の範囲内での支

払いとなります。） 

 

（２）直接経費として計上できない経費  

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什

器類、事務機器等） 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、補助事業者に

帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上でき

る場合がありますので、担当者に御相談ください。）  

・その他事業に関係ない経費  

 

（３）補助対象経費からの消費税額の除外について  

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）が含まれて

いる場合、交付要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を

求めることになります。  

これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額の

うち補助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕

入控除とした消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定

されています。  

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告

となり、失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な
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事務手続回避の観点から、交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税

等は補助対象経費から除外して補助金額を算定し、交付申請書を提出してくださ

い。  

 

１２．その他  

（１）交付決定日以前に発生した経費（発注含む。）は補助対象にはなりません。  

（２）物品の入手、費用の発生に係る売買、請負その他の契約をする場合は、経済性

の観点から、原則、一般の競争等に付してください。また、補助事業の一部を

第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関す

る契約を締結し、本会に届け出なければなりません。  

（３）補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変

更しようとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事

前に本会の承認を得なければなりません。  

（４）補助事業者は、本会が補助事業の進ちょく状況の報告を求めた場合、速やかに

報告しなければなりません。  

（５）補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して３０日を経過

した日又は平成３０年２月最終営業日のいずれか早い日までに実績報告書を本

会に提出しなければなりません。  

（６）補助金の支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支

出を要したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、そ

の収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、

支出額及び内容についても厳格に審査し、これを満たさない経費については、支

払額の対象外となる可能性もあります。  

（７）補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、

他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事

業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）した日の属する会計年度の終了後

５年間、本会の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておか

なければなりません。  

（８）補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得

財産等」という。）については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をも

って管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければなりません。

なお、当該取得財産等については、取得財産管理台帳を備えて、別に定める財

産処分制限期間中、適切に管理しなければなりません。  

（９）補助事業者は、取得財産等のうち単価５０万円以上（税抜き）のものについて

は、別に定める期間においては、処分（補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、貸付け又は担保に供すること）はできません。ただし、当該取得財産

等を処分する必要があるときは、事前に承認を受けることにより、当該取得財

産等の処分も可能ですが、その場合には、原則として、補助金の一部又は全額

を納付（納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。）しなければなりま

せん。  

（１０）補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。  
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１３．補助事業実施期間 

  実証事業の実施期間は交付決定日～平成３０年２月２８日（水）となっています。 

 ※平成３０年２月２８日（水）が実績報告書の締切日となりますが、補助対象経費

の支払いを証する全ての証票書類及び実証内容確認・状況説明書類等の添付が必

要となりますのでご注意下さい。 

 

 

１４．問い合わせ先  

〒１００－００１４ 東京都千代田区永田町２－１７－１４ 

全国石油商業組合連合会 業務グループ 

担当：安藤、石井、川浪 

TEL：０３－３５９３－５８３１  

E-mail：ando@zensekiren.or.jp 

ishii@zensekiren.or.jp  

    kawanami@zensekiren.or.jp 

 

以 上 


